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大ホール・小ホールの新料金設定のご案内 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

2018年 4月 1日以降の利用申請分から、条例の改正に伴い、大ホール・小ホールに営利利用の

新たな料金設定が加わります。ご利用の皆様には、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

 

 

 

記 

 

 

同封書類    大ホールにおける入場料等を徴収せず、かつ、営利利用の場合の利用料金 

     小ホールにおける入場料等を徴収せず、かつ、営利利用の場合の利用料金 

 

 

 

本件についての問い合わせ先 

 

東広島芸術文化ホールくらら      電話：082-426-5900 (9:00～19:00) 

貸館担当者まで 

 

 

以上 

 

 

 

 

 

 

 



大ホールにおける入場料等を徴収せず、かつ、営利利用の場合の利用料金 

既存の利用料金において、「4,000円を超える入場料等を徴収するとき」の項に掲げる額と 

同額を当該利用料金として適当する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



小ホールにおける入場料等を徴収せず、かつ、営利利用の場合の利用料金 

既存の利用料金において、「3,000円を超える入場料等を徴収するとき」の項に掲げる額と 

同額を当該利用料金として適当する。 

 


